
3 2019（平成31年）

　現行法で規定する時限措置の延長等を盛り込んでいるため、特
定の期日までに成立しないと時限措置の期限切れとなり国民生活
に支障をきたす法案。税法の場合、租税特別措置法で主に景気対
策の政策税制として2、3年間だけ適用する等の規定をしており、
年度末に期限切れとなる措置が多くあります。

日切れ法案

3月の税務と労務3月 （弥生）MARCH
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国　税／ 平成30年分所得税の確定
申告 2月16日～3月15日

国　税／ 個人の青色申告の承認申請
 3月15日

国　税／ 贈与税の申告 
 2月1日～3月15日

国　税／ 2月分源泉所得税の納付 
 3月11日

国　税／ 個人事業者の平成30年分
消費税の確定申告 4月1日

国　税／ 1月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等） 4月1日

国　税／ 7月決算法人の中間申告 
 4月1日

国　税／ 4月、7月、10月決算法人の消
費税の中間申告（年3回の場
合） 4月1日

地方税／ 個人の都道府県民税、市町
村民税、事業税（事業所税）
の申告 3月15日

こぶし
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３月号─2

　
経
営
者
の
み
な
さ
ん
は
日
々
の
仕

事
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る
方
も
多
い
と

思
い
ま
す
が
、
大
切
な
財
産
の
散
逸

や
相
続
人
間
の
争
い
防
止
な
ど
の
対

策
は
お
済
み
で
し
ょ
う
か
？
遺
言
は

死
期
が
近
づ
い
て
か
ら
す
る
も
の
と

思
っ
て
い
る
方
も
、
人
間
は
い
つ
何

時
何
が
あ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
遺

言
は
、
自
分
が
元
気
な
う
ち
に
愛
す

る
家
族
の
た
め
に
、
自
分
に
万
一
の

こ
と
が
あ
っ
て
も
残
さ
れ
た
者
が
困

ら
な
い
よ
う
に
作
成
し
て
お
く
べ
き

も
の
で
す
。
相
続
問
題
は
事
前
の
対

策
が
カ
ギ
と
な
っ
て
き
ま
す
の
で
、

遺
言
書
の
作
成
な
ど
の
対
策
を
進
め

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
ち
な
み
に
、
遺
言
は
、
満
十
五
歳

以
上
に
な
れ
ば
い
つ
で
も
で
き
、
訂

正
や
取
消
し
（
撤
回
）
も
自
由
に
で

き
ま
す
。
ま
た
、
昨
年
七
月
に
相
続

法
が
大
き
く
改
正
さ
れ
、
自
筆
遺
言

の
緩
和
な
ど
様
々
な
改
正
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

１
　
そ
も
そ
も
、
遺
言
と
は
？

　
遺
言
と
は
、
自
分
が
生
涯
を
か
け

て
築
き
か
つ
守
っ
て
き
た
大
切
な
財

産
を
、
最
も
有
効
・
有
意
義
に
活
用

し
て
も
ら
う
た
め
に
行
う
遺
言
者
の

意
思
表
示
で
す
。
遺
言
が
な
い
た
め

に
、
相
続
を
巡
り
親
族
間
で
争
い
が

起
こ
る
こ
と
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん

が
、
今
ま
で
仲
の
良
か
っ
た
者
が
相

続
を
巡
っ
て
骨
肉
の
争
い
を
起
こ
す

こ
と
ほ
ど
悲
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
遺
言
は
、
こ
の
よ
う
な
悲
劇
を
防

止
す
る
た
め
、
遺
言
者
自
ら
が
自
分

の
残
し
た
財
産
の
帰
属
を
決
め
、
相

続
を
巡
る
争
い
を
防
止
し
よ
う
と
す

る
こ
と
に
主
た
る
目
的
が
あ
り
ま
す
。

２
　
遺
言
の
必
要
性
が 

特
に
強
い
場

合

　
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
お
い
て
、
遺

言
者
が
自
分
の
お
か
れ
た
家
族
関
係

や
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
財
産
を

承
継
さ
せ
る
よ
う
に
遺
言
を
し
て
お

く
こ
と
が
、
遺
産
争
い
を
予
防
す
る

た
め
、
ま
た
後
に
残
さ
れ
た
者
が
困

ら
な
い
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る

と
言
え
る
と
思
い
ま
す
が
、
次
の
よ

う
な
場
合
に
は
遺
言
を
し
て
お
く
必

要
性
が
と
り
わ
け
強
い
で
し
ょ
う
。

⑴

　夫
婦
間
に
子
供
が
い
な
い
場
合

　
夫
婦
間
に
子
供
が
い
な
い
場
合
の

法
定
相
続
で
は
、
相
続
財
産
は
、
配

偶
者
が
四
分
の
三
、
兄
弟
姉
妹
が
四

分
の
一
の
割
合
で
分
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
長
年
連
れ
添
っ
た
配
偶

者
に
老
後
の
た
め
に
財
産
を
全
て
相

続
さ
せ
た
い
と
思
う
方
も
多
い
で
し

ょ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
兄
弟
に
は

遺
留
分
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
遺
言

を
し
て
お
け
ば
財
産
を
全
部
配
偶
者

に
残
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑵

　再
婚
を
し
、
前
の
配
偶
者
の
子

と
現
在
の
配
偶
者
が
い
る
場
合

　
前
の
配
偶
者
の
子
と
現
在
の
配
偶

者
間
で
は
、
と
か
く
感
情
的
に
な
り

や
す
く
、
遺
産
争
い
が
起
こ
る
確
率

も
非
常
に
高
い
の
で
、
争
い
の
発
生

を
防
ぐ
た
め
、
遺
言
で
き
ち
ん
と
定

め
て
お
く
必
要
性
が
特
に
強
い
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

⑶

　相
続
人
で
な
い
親
族
に
財
産
を

引
き
継
ぎ
た
い
場
合

　
相
続
人
で
は
な
い
親
族
（
例
え
ば

子
の
配
偶
者
な
ど
）
が
被
相
続
人
の

介
護
や
看
病
を
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
り

ま
す
が
、
遺
産
の
分
配
に
あ
ず
か
る

こ
と
は
で
き
ず
、
不
公
平
で
あ
る
と

の
指
摘
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
昨
年

七
月
の
民
法
改
正
（
施
行
は
今
年
七

月
）
で
は
、
こ
の
よ
う
な
不
公
平
を

解
消
す
る
た
め
に
、
相
続
人
で
は
な

い
親
族
も
、
無
償
で
被
相
続
人
の
介

護
や
看
病
に
貢
献
し
、
被
相
続
人
の

財
産
の
維
持
ま
た
は
増
加
に
つ
い
て

特
別
の
寄
与
を
し
た
場
合
に
は
、
相

続
人
に
対
し
、
金
銭
の
請
求
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
現
実
的
に
は
争
い
の

可
能
性
も
高
い
た
め
、
遺
言
で
そ
の

親
族
に
財
産
を
遺
贈
す
る
旨
定
め
て

お
い
た
方
が
よ
い
と
い
え
ま
す
。

〜
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
〜

遺
言
の
ス
ス
メ
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⑷

　内
縁
関
係
に
あ
る
人
が
い
る
場

合
　
長
年
夫
婦
と
し
て
連
れ
添
っ
て
き

て
も
婚
姻
届
を
出
し
て
い
な
い
場
合

に
は
、
い
わ
ゆ
る
内
縁
の
夫
婦
と
な

り
、
内
縁
者
に
相
続
権
が
あ
り
ま
せ

ん
。
し
た
が
っ
て
、
内
縁
者
に
財
産

を
残
し
て
あ
げ
た
い
場
合
に
は
、
必

ず
遺
言
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

⑸

　家
業
・
事
業
を
継
ぐ
子
が
い
る

場
合

　
個
人
で
事
業
を
経
営
し
た
り
農
業

を
し
て
い
る
場
合
な
ど
は
、
そ
の
事

業
等
の
財
産
的
基
礎
を
複
数
の
相
続

人
に
分
割
し
て
し
ま
う
と
事
業
の
継

続
が
困
難
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
く
こ
と

を
避
け
、
家
業
等
を
特
定
の
者
に
承

継
さ
せ
た
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
き

ち
ん
と
遺
言
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

⑹

　子
の
中
に
障
害
者
等
、
経
済
的

自
立
が
困
難
な
者
が
い
る
場
合
や

分
割
し
に
く
い
財
産
が
あ
る
場
合

　
例
え
ば
、
不
動
産
な
ど
事
実
上
皆

で
分
け
る
こ
と
が
困
難
な
財
産
を
取

得
す
る
相
続
人
を
決
め
て
お
い
た
り
、

相
続
人
毎
に
承
継
さ
せ
た
い
財
産
を

指
定
し
た
い
と
き
や
、
身
体
障
害
の

あ
る
子
に
多
く
あ
げ
た
い
、
遺
言
者

が
特
に
世
話
に
な
っ
て
い
る
親
孝
行

の
子
に
多
く
相
続
さ
せ
た
い
、
可
愛

い
く
て
た
ま
ら
な
い
孫
に
遺
贈
し
た

い
と
い
う
よ
う
に
、
遺
言
者
の
そ
れ

ぞ
れ
の
家
族
関
係
の
状
況
に
応
じ
て

具
体
的
妥
当
性
の
あ
る
形
で
財
産
承

継
を
さ
せ
た
い
場
合
に
は
、
遺
言
を

し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑺

　相
続
人
が
全
く
い
な
い
場
合

　
相
続
人
が
い
な
い
場
合
に
は
、
特

別
な
事
情
が
な
い
限
り
、
遺
産
は
国

庫
に
帰
属
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場

合
に
、
特
別
世
話
に
な
っ
た
人
に
遺

贈
し
た
い
と
か
、
お
寺
や
教
会
、
社

会
福
祉
関
係
の
団
体
、
自
然
保
護
団

体
、
自
分
が
有
意
義
と
感
じ
る
各
種

の
研
究
機
関
等
に
寄
付
し
た
い
な
ど

と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
の

遺
言
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

３
　
遺
言
の
方
式

⑴

　自
筆
証
書
遺
言

　
自
筆
証
書
遺
言
と
は
、
自
分
で
書

く
遺
言
の
こ
と
で
す
。
昨
年
七
月
の

民
法
改
正
前
は
全
文
の
自
書
を
要
求

し
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
一
月
以
降

は
方
式
を
緩
和
し
て
自
筆
証
書
遺
言

に
添
付
す
る
財
産
目
録
に
つ
い
て
は

自
書
で
な
く
て
も
よ
い
も
の
と
な
り

非
常
に
利
用
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
財
産
目
録
の
各
頁
に
署
名

押
印
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
二
〇
二
〇
年
七
月
十

日
以
降
は
自
筆
遺
言
を
法
務
局
に
預

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
場
合
、
検
認
が
い
ら
な
い
な
ど

さ
ら
に
そ
の
利
用
が
し
や
す
く
な
り

ま
す
。

⑵

　秘
密
証
書
遺
言

　
遺
言
の「
内
容
」を
秘
密
に
し
て
、

遺
言
の
「
存
在
」
の
み
を
公
証
人
役

場
で
証
明
し
て
も
ら
い
ま
す
。
パ
ソ

コ
ン
の
使
用
や
代
筆
が
可
能
で
す
が

自
筆
の
署
名
と
捺
印
が
必
要
で
、
作

成
後
は
遺
言
者
自
身
で
保
管
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
遺
言
書
の
「
内

容
」
を
他
人
に
秘
密
に
し
た
ま
ま
遺

言
書
の「
存
在
」を
明
ら
か
に
で
き
、

遺
言
書
の
偽
造
・
変
造
の
心
配
が
ほ

と
ん
ど
な
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ

り
ま
す
が
、
作
成
時
に
公
証
人
を
利

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
面
倒

な
手
続
と
費
用
が
か
か
る
、
公
証
人

は
遺
言
の
内
容
ま
で
確
認
す
る
わ
け

で
は
な
い
た
め
遺
言
と
し
て
の
要
件

が
欠
け
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
、
執

行
時
に
家
庭
裁
判
所
の
検
認
の
手
続

が
必
要
と
な
る
、
遺
言
書
の
滅
失
・

隠
匿
の
心
配
が
あ
る
な
ど
の
デ
メ
リ

ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

⑶

　公
正
証
書
遺
言

　
公
証
役
場
で
公
証
人
に
作
成
し
て

も
ら
う
遺
言
で
す
。

　「
公
正
証
書
遺
言
」
に
は
、
次
の

よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

①
　
遺
言
者
の
意
思
に
基
づ
き
公
証

人
が
作
成
す
る
た
め
、
内
容
と
し

て
適
正
で
遺
言
無
効
を
主
張
さ
れ

る
リ
ス
ク
が
少
な
く
な
る
こ
と
。

②
　
公
証
人
が
原
本
を
保
管
す
る
た

め
、
偽
造
・
変
造
・
隠
匿
さ
れ
る

恐
れ
が
な
い
こ
と
。

③
　
家
庭
裁
判
所
の
検
認
手
続
が
不

要
で
、
遺
言
の
内
容
を
相
続
開
始

後
速
や
か
に
執
行
で
き
る
こ
と
。

④
　「
遺
言
検
索
シ
ス
テ
ム
」
に
よ

り
検
索
が
容
易
で
あ
る
こ
と
（
遺

言
者
が
存
命
中
は
本
人
が
検
索
で

き
、
遺
言
者
の
死
亡
後
は
相
続
人

等
が
検
索
請
求
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
）。
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二
〇
一
九
年
（
平
成
三
十
一
年
）

度
税
制
改
正
で
は
、
今
年
十
月
の
消

費
税
率
一
〇
％
へ
の
引
上
げ
に
伴
う

駆
け
込
み
需
要
と
そ
の
反
動
を
抑
え

る
こ
と
に
焦
点
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
消
費
税
率
引
上
げ
分
の
税

収
に
つ
い
て
は
、
教
育
負
担
の
軽
減
・

子
育
て
層
支
援
・
介
護
人
材
の
確
保

等
と
財
政
再
建
に
、
概
ね
半
分
ず
つ

充
当
す
る
方
針
の
よ
う
で
す
。

　
以
下
、
主
な
改
正
項
目
の
ポ
イ
ン

ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

【
改
正
項
目
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】

　
主
な
改
正
項
目
の
適
用
時
期
は
、

次
頁
表
の
と
お
り
で
す
。

　
な
お
、
前
年
以
前
の
改
正
で
適
用

時
期
が
今
年
以
降
と
な
る
項
目
も
記

載
し
て
い
ま
す
。

Ⅰ
　
個
人
所
得
課
税

１
　
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
（
住
宅
借
入

金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額

の
特
別
控
除
）
の
特
例
の
創
設

　
個
人
が
、
住
宅
の
取
得
等
（
消
費

税
等
の
税
率
が
一
〇
％
で
あ
る
場
合

の
住
宅
の
取
得
等
に
限
る
）を
し
て
、

二
〇
一
九
年
十
月
一
日
か
ら
二
〇
二

〇
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

居
住
し
た
場
合
、
減
税
期
間
を
十
年

間
か
ら
十
三
年
間
に
延
長
す
る
措
置

が
行
わ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
延
長
と
な
る
十
一
年
目
か

ら
十
三
年
目
ま
で
の
各
年
の
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
額
は
、
次
の
区
分
に
応
じ

た
金
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
方
の
金

額
と
な
り
ま
す
。

●
一
般
の
住
宅

・
住
宅
借
入
金
等
の
年
末
残
高
（
四
、

〇
〇
〇
万
円
を
限
度
）
×
一
％

・〔
住
宅
の
取
得
等
の
対
価
の
額
又
は

費
用
の
額

－

当
該
住
宅
の
取
得
等

の
対
価
の
額
又
は
費
用
の
額
に
含

ま
れ
る
消
費
税
額
等
〕（
四
、
〇
〇

〇
万
円
を
限
度
）
×
二
％
÷
三

●
認
定
長
期
優
良
住
宅
及
び
認
定
低

炭
素
住
宅

・
住
宅
借
入
金
等
の
年
末
残
高
（
五
、

〇
〇
〇
万
円
を
限
度
）
×
一
％

・〔
住
宅
の
取
得
等
の
対
価
の
額
又
は

費
用
の
額

－

当
該
住
宅
の
取
得
等

の
対
価
の
額
又
は
費
用
の
額
に
含

ま
れ
る
消
費
税
額
等
〕（
五
、
〇
〇

〇
万
円
を
限
度
）
×
二
％
÷
三

２
　
森
林
環
境
税
（
仮
称
）
の
創
設

　
国
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
一
人

当
た
り
年
額
一
、〇
〇
〇
円
の
森
林
環

境
税
（
仮
称
）
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

適
用
は
二
〇
二
四
年
度
か
ら
で
、
税

収
は
森
林
の
伐
採
や
木
材
利
用
促
進

等
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

３
　
未
婚
の
ひ
と
り
親
に
対
す
る
個

人
住
民
税
の
非
課
税
措
置
の
拡
大

　
未
婚
の
ひ
と
り
親
の
税
負
担
軽
減

の
た
め
、
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者

で
前
年
の
年
収
が
約
二
〇
四
万
円（
年

間
合
計
所
得
一
三
五
万
円
）
以
下
の

ひ
と
り
親
に
つ
い
て
は
、
未
婚
で
も

住
民
税
が
非
課
税
と
さ
れ
ま
す
。

Ⅱ
　
資
産
課
税

１
　
個
人
事
業
者
の
事
業
用
資
産
に

係
る
納
税
猶
予
制
度
の
創
設

　
認
定
相
続
人
・
受
贈
者
が
二
〇
一

九
年
一
月
一
日
か
ら
二
〇
二
八
年
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
相
続

等
又
は
贈
与
に
よ
り
特
定
事
業
用
資

産
を
取
得
し
、
事
業
を
継
続
し
て
い

く
場
合
に
は
、
担
保
の
提
供
を
条
件

に
、
そ
の
認
定
相
続
人
等
が
納
付
す

べ
き
相
続
・
贈
与
税
額
の
う
ち
、
取

得
し
た
特
定
事
業
用
資
産
の
課
税
価

格
に
対
応
す
る
相
続
税
等
の
納
税
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。

「
特
定
事
業
用
資
産
」
と
は

　
土
地
は
四
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
ま
で
の
部
分
、
建
物
は
床
面

積
八
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で

の
部
分
、
建
物
以
外
の
減
価
償

却
資
産
は
固
定
資
産
税
又
は
営

業
用
と
し
て
自
動
車
税
若
し
く

は
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
に

な
っ
て
い
る
も
の
で
、
貸
借
対

照
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
も
の
。

　
な
お
、
認
定
相
続
人
等
が
死
亡
し

た
時
ま
で
資
産
を
保
有
し
て
事
業
を

継
続
し
た
場
合
等
は
、
猶
予
税
額
の

全
額
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

２
　
教
育
、
結
婚
・
子
育
て
資
金
贈

与
の
非
課
税
制
度
の
見
直
し

　
祖
父
母
や
両
親
の
資
産
を
早
期
に

若
年
世
代
に
移
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
経
済
活
性
を
図
る
目
的
で
創
設
さ

れ
て
い
る
教
育
、
結
婚
・
子
育
て
資

金
の
一
括
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈

2019年度

平成31年度

税
制
改
正

（
案
）の

ポ
イ
ン
ト
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与
税
の
非
課
税
制
度
の
適
用
期
限
が

二
年
延
長
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
信

託
等
を
す
る
日
の
前
年
の
受
贈
者
の

合
計
所
得
金
額
が
一
、〇
〇
〇
万
円

を
超
え
る
場
合
は
適
用
で
き
ま
せ
ん
。

３
　
相
続
税
に
お
け
る
配
偶
者
居
住

権
等
の
評
価
額

　
民
法（
相
続
関
係
）改
正
に
伴
い
、

相
続
税
に
お
け
る
配
偶
者
居
住
権
等

評
価
額
を
、
次
の
算
式
で
求
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

●
配
偶
者
居
住
権

　
建
物
の
時
価

－

建
物
の
時
価
×（
残

存
耐
用
年
数

－

存
続
年
数
）
／
残

存
耐
用
年
数
×
存
続
年
数
に
応
じ

た
民
法
の
法
定
利
率
に
よ
る
複
利

現
価
率

●
配
偶
者
居
住
権
が
設
定
さ
れ
た
建

物（
以
下「
居
住
建
物
」と
い
う
。）

の
所
有
権

　
建
物
の
時
価

－

配
偶
者
居
住
権
の

価
額

●
配
偶
者
居
住
権
に
基
づ
く
居
住
建

物
の
敷
地
の
利
用
に
関
す
る
権
利

　
土
地
等
の
時
価

－
土
地
等
の
時
価

×
存
続
年
数
に
応
じ
た
民
法
の
法

定
利
率
に
よ
る
複
利
現
価
率

Ⅲ
　
法
人
課
税

１
　
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
の
た
め

の
研
究
開
発
税
制
の
見
直
し

　
さ
ら
な
る
生
産
性
の
向
上
に
向
け

て
試
験
研
究
費
の
税
額
控
除
の
上
限

が
法
人
税
額
の
四
〇
％
（
現
行
二
五

％
）
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

２
　
法
人
事
業
税
の
改
正

　
近
年
、
地
方
税
収
が
全
体
と
し
て

増
加
す
る
中
で
、
地
域
間
の
財
政
力

格
差
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

通
常
の
法
人
事
業
税
を
引
き
下
げ
る

代
わ
り
に
、
国
税
の
特
別
法
人
事
業

税
（
仮
称
）
が
創
設
さ
れ
、
全
国
レ

ベ
ル
で
の
調
整
が
図
ら
れ
ま
す
。

３
　
中
小
企
業
者
等
の
法
人
税
率
の

軽
減
特
例
の
延
長

　
中
小
企
業
者
等
に
お
い
て
は
、
各

事
業
年
度
の
所
得
金
額
の
う
ち
年
八

〇
〇
万
円
以
下
の
金
額
に
つ
い
て
、

租
税
特
別
措
置
に
よ
る
一
五
％
の
軽

減
税
率
（
本
則
の
軽
減
税
率
は
一
九

％
）
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
同
制
度
の
適
用
期
限
が
二
年
延
長

さ
れ
ま
す
。

４
　
仮
想
通
貨
の
評
価
方
法
の
見
直

し
　
法
人
が
有
す
る
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な

ど
の
仮
想
通
貨
の
評
価
方
法
に
つ
い

て
、
時
価
法
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

Ⅳ
　
消
費
課
税

自
動
車
課
税
の
見
直
し

　
二
〇
一
九
年
十
月
一
日
以
後
に
新

車
登
録
を
受
け
た
自
家
用
車
を
対
象

に
、
排
気
量
に
応
じ
て
自
動
車
税
が

一
台
あ
た
り
年
一
、〇
〇
〇
円
か
ら

四
、五
〇
〇
円
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、自
動
車
取
得
税
が
廃
止
さ
れ
、

「
環
境
性
能
割
」
が
二
〇
一
九
年
十
月

一
日
か
ら
導
入
さ
れ
ま
す
。

Ⅴ
　
納
税
環
境
整
備

１
　
番
号
が
付
さ
れ
た
証
券
口
座
情

報
の
効
率
的
利
用

　
二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
又
は
法
人

番
号
）
が
付
さ
れ
た
証
券
口
座
に
係

る
顧
客
情
報
を
税
務
上
効
率
的
に
利

用
で
き
る
よ
う
見
直
さ
れ
ま
す
。

２
　
ふ
る
さ
と
納
税
の
見
直
し

　
過
度
な
返
礼
品
競
争
が
問
題
と
な

っ
た
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
つ
い
て
、

返
礼
品
を「
寄
附
額
の
３
割
以
下
」、「
地

場
産
品
」
に
す
る
こ
と
が
制
度
適
用

の
指
定
条
件
と
な
り
ま
す
。
二
〇
一

九
年
六
月
以
降
の
寄
附
か
ら
適
用
と

な
り
ま
す
。

改正項目タイムスケジュール
（〇減税、●増税、△どちらともいえない）

2019年 １月 ● 国際観光旅客税法施行、日本人・外国人ともに
出国時に1,000円徴収

〇 個人事業者が事業用の建物や宅地などを後継者
に引き継ぐ際、相続税や贈与税の納税を猶予

4月 ● 教育、結婚・子育て資金の贈与について、2年
間延長されるが、所得制限が導入される

6月 △ ふるさと納税の返礼品割合等の厳格化

10月 ● 消費税率引上げ（8％→10％）

〇 消費税の軽減税率（8％）の適用

〇 消費税10％適用の住宅購入者は減税期間を10
年間から13年間に

〇 消費税率10％で購入した新車の自動車税を最大
年4,500円引き下げ

〇 自動車取得税を廃止し、環境性能割を導入

△ 法人事業税の見直し

2020年 １月 ● 所得税改革、年収850万円超の会社員は増税

〇 多様な働き方に対応、基礎控除10万円引上げ

● 給与所得控除及び公的年金等控除10万円引下げ

4月 △ 大企業は法人税・消費税等の電子申告義務化

△ 個人番号等が付された証券口座情報の効率的運
用開始

2024年 ● 森林環境税（仮称）導入

2026年 10月 △ ビール系飲料の税率統一
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国
民
年
金
に
は
、
収
入
減
少
や
失

業
等
に
よ
り
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
難
し
い
者
等
を
対
象
と
し
た
保
険

料
免
除
・
納
付
猶
予
の
制
度
が
あ
り

ま
す
。

　
今
回
は
、
今
年
四
月
一
日
よ
り
創

設
さ
れ
る
産
前
産
後
期
間
中
の
保
険

料
免
除
お
よ
び
従
来
か
ら
設
け
ら
れ

て
い
た
免
除
・
納
付
猶
予
に
つ
い
て

説
明
し
ま
す
。

一

　保
険
料
を
納
付
す
る
者

　
国
民
年
金
の
被
保
険
者
に
は
次
の

三
種
類
が
あ
り
ま
す
（
任
意
加
入
の

制
度
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
割

愛
し
ま
す
。）。
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
①
の
第

一
号
被
保
険
者
で
す
※
。

①

　第
一
号
被
保
険
者

　
国
内
に
住
む
二
十
歳
以
上
六
十
歳

未
満
の
者
で
あ
っ
て
、
②
や
③
に
該

当
し
な
い
も
の（
自
営
業
者
、学
生
、

無
職
の
者
な
ど
）
を
い
い
ま
す
。

②

　第
二
号
被
保
険
者

　
会
社
員
等（
厚
生
年
金
加
入
者
）、

公
務
員
等
（
共
済
年
金
加
入
者
）
が

対
象
で
す
。

③

　第
三
号
被
保
険
者

　
第
二
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
で
あ

る
二
十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
者
を

い
い
ま
す
。
た
だ
し
、
健
康
保
険
の

被
扶
養
者
と
さ
れ
な
い
者
（
年
間
収

入
が
一
三
〇
万
円
以
上
の
者
な
ど
）

は
第
三
号
被
保
険
者
と
は
な
ら
ず
、

第
一
号
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

※
　
②
と
③
は
、
国
民
年
金
の
保
険

料
を
納
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
第
二
号
被
保
険
者
に
か
か

る
厚
生
年
金
保
険
料
等
の
一
部
が
、

厚
生
年
金
保
険
制
度
等
か
ら
国
民

年
金
制
度
に
対
し
て
、「
拠
出
金
」

（
②
と
③
の
数
に
応
じ
て
算
出
）

と
し
て
拠
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

二

　産
前
産
後
期
間
の
保
険
料
免
除

　
　（
新
設
）

　
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
よ
り
、

第
一
号
被
保
険
者
が
出
産
を
行
っ
た

際
に
は
、
産
前
産
後
の
一
定
期
間
の

保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
始
ま

り
ま
す
。

㈠

　免
除
さ
れ
る
期
間

　
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属

す
る
月
の
前
月
か
ら
四
か
月
間
の
保

険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、
出
産
予
定

日
又
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
三
か

月
前
か
ら
六
か
月
間
の
保
険
料
が
免

除
さ
れ
ま
す
。

　
保
険
料
の
前
納
を
行
っ
て
い
る
場

合
は
、
免
除
期
間
分
の
保
険
料
が
還

付
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
免
除
期
間
中

で
あ
っ
て
も
付
加
保
険
料
は
納
付
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

㈡

　対
象
者

　
第
一
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
出
産

日
が
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
以
降

の
者
が
免
除
の
対
象
で
す
。

　
な
お
、
平
成
三
十
一
年
二
月
、
三

月
に
出
産
し
た
者
は
免
除
の
対
象
と

な
り
ま
す
が
、
免
除
さ
れ
る
の
は
、

平
成
三
十
一
年
四
月
（
施
行
月
）
以

降
の
期
間
の
分
の
み
で
す
。

　
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い
る

被
保
険
者
は
、
他
の
保
険
料
免
除
や

納
付
猶
予
と
同
様
に
、
産
前
産
後
に

つ
い
て
も
免
除
の
対
象
と
は
さ
れ
ま

せ
ん
。

㈢

　申
請

　
住
民
登
録
を
し
て
い
る
自
治
体
の

国
民
年
金
担
当
窓
口
に
申
請
書
を
提

出
し
ま
す
。

　
提
出
は
、
出
産
予
定
日
の
六
か
月

前
か
ら
可
能
で
す
（
制
度
施
行
時
に

お
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
以

降
の
み
提
出
が
認
め
ら
れ
、
事
前
受

付
は
行
わ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
）。
申
請
書
は
、
各
自
治
体
で
の

配
布
の
ほ
か
、
平
成
三
十
一
年
四
月

以
降
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
か
ら
も

入
手
可
能
と
な
る
予
定
で
す
。

㈣

　添
付
書
類

　
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（
写
し
可
）を
添
え
て
提
出
し
ま
す
。

①

　出
産
前
に
届
出
を
行
う
場
合

　
母
子
健
康
手
帳
、
医
療
機
関
が
発

行
し
た
出
産
の
予
定
日
等
の
証
明
書

そ
の
他
の
出
産
の
予
定
日
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

②

　出
産
後
（
③
の
場
合
を
除
く
）

に
届
出
を
行
う
場
合

　
戸
籍
謄
（
抄
）
本
、
戸
籍
記
載
事

項
証
明
書
、
出
生
届
受
理
証
明
書
、

母
子
健
康
手
帳
、
住
民
票
、
医
療
機

関
が
発
行
し
た
出
産
の
日
等
の
証
明

書
そ
の
他
出
産
の
日
及
び
身
分
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類　
な
お
、
届
出
時
に
、
市
町
村
窓
口

に
お
い
て
、
住
基
シ
ス
テ
ム
等
に
よ

り
出
産
の
日
及
び
身
分
関
係
が
確
認

で
き
る
場
合
は
、
証
明
書
類
を
添
え

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

③

　死
産
等
に
係
る
届
出
を
行
う
場

合
　
死
産
証
明
書
、
死
胎
埋
火
葬
許
可

保
険
料
免
除
制
度
の

改
正（
国
民
年
金
）
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証
、
母
子
健
康
手
帳
、
医
療
機
関
が

発
行
し
た
死
産
等
の
証
明
書
そ
の
他

死
産
等
の
日
及
び
身
分
関
係
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

㈤

　過
誤
納
金
の
扱
い

　
産
前
産
後
免
除
に
係
る
過
誤
納
金

は
被
保
険
者
に
還
付
さ
れ
ま
す
が
、

保
険
料
の
未
納
期
間
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
期
間
に
係
る
保
険
料
に
充
当
さ

れ
、
未
納
期
間
が
な
く
な
っ
た
と
き

又
は
過
誤
納
金
が
一
か
月
分
の
未
納

保
険
料
の
額
に
満
た
な
い
額
に
な
っ

た
と
き
は
、
充
当
さ
れ
な
か
っ
た
過

誤
納
金
が
還
付
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
通
常
の
保
険
料
に
合
わ
せ

て
付
加
保
険
料
も
納
付
さ
れ
て
い
た

場
合
は
、
通
常
の
保
険
料
の
み
還
付

さ
れ
ま
す
。

㈥

　年
金
受
給
時
の
扱
い

　
産
前
産
後
の
免
除
期
間
は
、
年
金

受
給
額
を
計
算
す
る
際
は
「
保
険
料

納
付
済
期
間
」
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　
死
亡
一
時
金
及
び
脱
退
一
時
金
の

支
給
要
件
を
み
る
場
合
も
、
保
険
料

納
付
済
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

三

　保
険
料
免
除
等
の
概
要

　
こ
こ
か
ら
は
、
改
正
点
以
外
の
保

険
料
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
全
般
に

つ
い
て
触
れ
て
い
き
ま
す
。

㈠

　免
除
・
納
付
猶
予
等

①

　法
定
免
除

　
生
活
保
護
（
生
活
扶
助
）、
障
害

年
金
（
二
級
以
上
）
等
を
受
け
て
い

る
者
等
を
対
象
と
し
た
免
除
制
度
で

す
。

②

　申
請
免
除

　
本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前
年

所
得
（
一
月
か
ら
六
月
ま
で
に
申
請

す
る
場
合
は
前
々
年
所
得
）
が
一
定

額
以
下
の
場
合
や
失
業
し
た
場
合
な

ど
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
に
、
申

請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ

れ
ま
す
。

　
免
除
さ
れ
る
額
は
、
保
険
料
の
全

額
・
四
分
の
三
・
半
額
・
四
分
の
一
の

四
種
類
が
あ
り
、
所
得
状
況
に
応
じ

て
適
用
さ
れ
る
も
の
が
変
わ
り
ま
す
。

　
全
額
免
除
を
例
に
挙
げ
る
と
、
前

年
所
得
が
次
の
式
で
計
算
し
た
金
額

の
範
囲
内
の
と
き
に
免
除
さ
れ
ま
す
。

（
扶
養
親
族
等
の
数
＋
一
）
×
三
五

万
円
＋
二
二
万
円

③

　保
険
料
納
付
猶
予

　
二
十
歳
か
ら
五
十
歳
未
満
の
者
で
、

本
人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
（
一
月

か
ら
六
月
ま
で
に
申
請
す
る
場
合
は

前
々
年
所
得
）
が
次
の
式
で
計
算
し

た
金
額
以
下
の
場
合
に
、
申
請
に
よ

り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制

度
で
す
。

（
扶
養
親
族
等
の
数
＋
一
）
×
三
五

万
円 

＋
二
二
万
円

　
②
は
、「
本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
」

の
所
得
状
況
に
よ
り
免
除
可
否
の
判

断
を
し
ま
す
が
、
③
は
、「
本
人
・
配

偶
者
」
の
所
得
状
況
に
よ
り
判
断
し

ま
す
（
世
帯
主
の
所
得
は
勘
案
し
な

い
）。

④

　学
生
納
付
特
例

　
大
学
、
短
期
大
学
、
高
等
学
校
、
高

等
専
門
学
校
な
ど
に
在
学
す
る
学
生

か
ら
の
申
請
に
よ
り
在
学
中
の
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　
学
生
本
人
の
所
得
状
況
が
次
の
式

で
計
算
し
た
金
額
以
下
で
あ
る
と
き

に
対
象
と
な
り
、
②
や
③
の
よ
う
に

家
族
（
世
帯
主
や
配
偶
者
）
の
所
得

の
多
寡
を
問
い
ま
せ
ん
。

　
一
一
八
万
円
＋
扶
養
親
族
等
の
数

×
三
八
万
円
＋
社
保
料
控
除
額
等

　
こ
れ
ら
の
免
除
等
の
ほ
か
、
配
偶

者
か
ら
の
暴
力
に
よ
り
配
偶
者
（
加

害
者
）
と
住
所
が
異
な
る
者
を
対
象

と
し
た
特
例
免
除
、
失
業
等
に
よ
る

特
例
免
除
も
あ
り
ま
す
。

㈡

　受
給
資
格
期
間
・
年
金
額

①

　受
給
資
格
期
間

　
例
え
ば
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給

す
る
に
は
、
被
保
険
者
期
間
が
十
年

以
上
で
あ
る
こ
と
を
要
し
ま
す
。

　
こ
の
受
給
資
格
期
間
の
長
さ
を
み

る
と
き
に
、
免
除
・
納
付
猶
予
等
の

期
間
を
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②

　年
金
額

　
免
除
の
種
類
に
よ
り
年
金
額
の
計

算
方
法
が
異
な
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、
全
額
免
除
の
場
合
は
、

保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合
の
年

金
額
の
二
分
の
一
（
平
成
二
十
一
年

三
月
分
ま
で
は
三
分
の
一
）
と
し
て

計
算
さ
れ
ま
す
。
な
お
、㈠
の
③（
保

険
料
納
付
猶
予
）
と
④
（
学
生
納
付

特
例
）
は
、
前
述
の
受
給
資
格
期
間

に
は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎

年
金
の
計
算
の
際
は
、
こ
の
期
間
を

含
め
ず
に
計
算
し
ま
す
（
保
険
料
納

付
猶
予
と
学
生
納
付
特
例
の
期
間
が

あ
っ
て
も
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
な

い
点
に
注
意
を
要
し
ま
す
）。

㈢

　追
納

　
免
除
・
納
付
猶
予
等
の
期
間
は
、

十
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
後
か
ら
納
付

（
追
納
）
し
て
老
齢
基
礎
年
金
の
受

給
額
を
満
額
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
免
除
・
納
付
猶
予
等
を

受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し

て
三
年
度
目
以
降
は
、
当
時
の
保
険

料
に
一
定
の
金
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。



　３月１日は防災用品点検の日です。関東
大震災が発生した９月１日が防災の日であ
ることは一般によく知られているところで
すが、その９月１日を基点に、季節の変わ
り目となる年４回（３月１日・６月１日・
９月１日・12月１日）、防災用品を点検し、
災害に備える日として防災・危機管理アド
バイザーの山村武彦氏によって提唱・制定
されたそうです。
　元々自然災害の多い日本ですが、昨年は
地震に台風、集中豪雨など大変多くの災害
や災害レベルの悪天候に見舞われました。
また、悪天候が予測される際の鉄道各社に
よる計画運休が一般的になってくるなど、
災害に対応する社会の動きも日々変わりつ
つあります。年に一度の防災の日だけでな
く、年４回ある防災用品点検の日を機会に、
ご自身の防災・減災の取り組みが十分であ
るかどうか考えてみるのはいかがでしょう

か。
　家庭においては、まず家庭用防災用品の
チェックを。期限切れのものはないか、必
要な薬などが以前準備した時から変わって
いないかの確認です。また、食料の備蓄は
十分か、何日分の備蓄が望ましいのかなど、
情報をチェックすることも必要です。さら
に、外で災害に遭った場合に備え、家族間
での連絡方法の確認や、車や鞄に最低限の
防災用品を準備しましょう。また、避難す
る場合に備え、自治体のハザードマップも
必要です。
　職場においては、災害が起こった時の指
揮系統の確認、避難訓練の実施、従業員が
帰宅困難になった場合の備蓄アイテムの準
備や非常時の連絡方法、出社困難になった
場合の対応はどうするか等、社内での確認
が必要です。
　上記については、必要なことのごく一部
に過ぎません。最新情報を積極的に取り入
れ、できる限りの準備を心がけましょう。

 防災・減災

　近年、ハウス栽培の技術の進歩により、
晩秋から初夏にかけ長い期間いちごを楽し
めるようになりました。３月に入りシーズ
ンも後半を迎えましたが、これからがいち
ご本来の旬の季節です。おいしくて安い旬
の露地ものいちごを使ってジャムを作って
みませんか？
　材料はいちご・砂糖・レモン果汁。砂糖
はお好みで、いちごの20％くらいから、甘
い方が好きな人は50％くらいまで。鍋に
いちごと砂糖を入れ数時間放置します。い
ちごから水分が出たら火にかけ一気に沸騰
させます。灰汁を除いたらレモン果汁を加
え、色を鮮やかにし静かに煮詰めます。煮
沸消毒した瓶に詰めて完成です。砂糖の量
によって保存できる期間は変わります。と
ても簡単ですが、素晴らしくおいしいジャ
ムができます。安くいちごを手に入れられ
たら、ぜひお試しになってみて下さい。

いちごジャム
　送
別
会
の
贈
り
物
に
ア
ー
ト
フ
ラ

ワ
ー
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　三
月
は
、
な
に
か
と
人
の
動
き
の

多
い
時
期
で
、
送
別
会
で
花
束
を
贈

る
光
景
も
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
去
っ

て
ゆ
く
方
へ
の
感
謝
や
労
い
の
気
持

ち
を
込
め
た
花
束
で
す
が
、
日
が
経

つ
に
つ
れ
て
だ
ん
だ
ん
枯
れ
て
い
く

様
が
寂
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

　ア
ー
ト
フ
ラ
ワ
ー
と
は
要
は
造
花

の
こ
と
で
す
が
、
昔
の
造
花
の
イ
メ

ー
ジ
と
は
違
い
、
現
在
は
ひ
と
目
見

た
だ
け
で
は
生
花
か
造
花
か
分
か
ら

な
い
ほ
ど
精
巧
に
作
ら
れ
た
美
し
い

も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　応
援
の
気
持
ち
を
込
め
た
ア
ー
ト

フ
ラ
ワ
ー
が
、
新
天
地
で
頑
張
る
方

の
小
さ
な
支
え
と
な
れ
ば
と
て
も
素

敵
な
こ
と
で
す
ね
。
新
し
く
お
店
な

ど
を
開
か
れ
る
方
へ
の
贈
り
物
と
し

て
も
と
て
も
喜
ば
れ
る
と
思
い
ま
す
。

ア
ー
ト
フ
ラ
ワ
ー
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